
総合振興計画実施計画事業（平成１７～２０年度）の実績及び達成状況一覧表

実績及び事業内容 H１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

5203
コンベンション事
業の推進
（再掲5章2節）

経済局
国際課

ヒト、モノ、情報などの交流
を通して、地域の国際化や
経済の活性化を図るため、
コンベンションの開催の宣
伝や誘致、支援などを行い
ます。

推進 推進

　コンベンションの開催をさまざまな形でサポートしている
（社）さいたま観光コンベンションビューローに対して、補助金
交付等の支援及び連携を図るとともに、本市の観光ガイド
ブックやパンフレット等の作成を支援しました。
　また、誘致促進のためのコンベンション開催助成金につい
て協議し、平成21年度より交付することとしました。

開催実績
○235件 ○247件 ○241件 集計中

（6月予定）

★★ 継続

平成20年4月の組織改正に
伴い、環境経済局より局名
を変更ました。

平成21年度の組織改正に
伴い、観光政策室より担当
課を変更しました。

3303.0

国際スポーツイ
ベントの開催支
援・招致
（再掲3章3節）

政策局
スポーツ企画
課

埼玉県を主体として開催さ
れる「2006年FIBAバスケット
ボール世界選手権」の会場
市として県と連携し、大会を
支援します。また、各種国際
スポーツ大会の招致に取り
組み、さいたま市を世界に
発信します。

バスケットボー
ル世界選手権
開催準備

バスケットボー
ル世界選手権
開催（18年度）

推進

　「2006年FIBAバスケットボール世界選手権」の開催に当
たっては、埼玉県と協力し、大会のＰＲと開催気運の醸成を
図りました。大会の総観客動員数は224,050人と大会史上最
多であり、ファイナルラウンドを行ったさいたまスーパーア
リーナでは、126,150人の観客が世界最高水準のプレーに酔
いしれました。24の国・地域の人々が参加し、世界130以上
の国に映像が配信されたことにより、国内外に本市をＰＲす
るとともに、イメージアップが図れました。
　国際スポーツ大会の招致については、平成18年から平成
19年にかけて開催されたバスケットボール世界選手権、バ
レーボール世界選手権やワールドカップバレーボールへの
支援を通して国際大会の運営及び招致等に関するノウハウ
の蓄積を図るとともに、市内でサッカー競技が予定されてい
る、2016年開催の「第31回オリンピック競技大会」の東京招
致について、八都県市首脳会議での支援決議やJOC主催
の「オリンピックデーランさいたま大会」において東京オリン
ピック招致ブースを設置しPR活動を行う等、東京都と連携
し、招致活動を進めました。

[取り入れた第3編の手法]
アプローチ1 協働の仕組みづくり・具体化
・協働によるイベントの開催

バスケットボー
ル世界選手権
開催支援

国際大会等招
致調査

国際大会等招
致活動
○東京オリン
ピック招致活動

大会開催
（8/26 ～ 9/3）

　　　　☆

○バレーボー
ル世界選手権
への支援

○八都県市首
脳会議で東京
オリンピック招
致の意見表明

○ワールドカッ
プバレーボー
ルへの支援

○東京オリン
ピック招致活動

★★★ 継続

3307.0
さいたまシティ
カップ開催事業
（再掲3章3節）

政策局
スポーツ企画
課

浦和レッズ・大宮アルディー
ジャと世界の強豪クラブ
チームとの国際親善試合を
定期的に開催し、多くの市
民に世界の一流プレーを間
近でみる機会を提供し、
「サッカーのまちづくり」を国
内外に発信します。

累計入場者数
109,910人

360,000人

　平成17年から平成20年までの「さいたまシティカップ」に
は、すべて欧州各国（スペイン、ドイツ、イングランド）トップ
リーグのチャンピオンチームを招聘しており、世界の強豪
チームを本市に招くという目的を達成しました。この4回の平
均入場者数は43,000人に上ります。
　平成20年度は、7月31日に、「埼玉サッカー100周年記念」
を冠した、第6回さいたまシティカップを浦和レッズ対ＦＣバイ
エルン・ミュンヘン（ドイツ）の対戦で開催し、会場となった埼
玉スタジアム2002に27,292人の観客を集めました。
　今後も、多くの市民に世界の一流プレーを間近で見る機会
を提供していきます。

[取り入れた第3編の手法]
アプローチ7 健全な行財政運営
　・歳入の確保

さいたま
シティカップ開
催

○第3回大会
浦和レッズ対
FCバルセロナ
（スペイン）

観客数

○57,143人

○第4回大会
浦和レッズ VS
FCバイエルン・
ミュンヘン（ドイ
ツ）

○ 29,019人

○第5回大会
浦和レッズ VS
マンチェス
ター・ユナイ
テッド（イングラ
ンド）

○58,716人

○第6回大会
浦和レッズ VS
FCバイエルン・
ミュンヘン（ドイ
ツ）

○27,292人/累
計282,080人

★★ 継続

番号 事業の名称 担当課 事業の概要

第１節　世界に開かれた都市づくり

第７章　交流・コミュニティの分野

達成状況
新実施計画で
の対応

備　考
現況（Ｈ17年度
当初）

Ｈ20年度末
計画目標

4年間の実績
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総合振興計画実施計画事業（平成１７～２０年度）の実績及び達成状況一覧表

実績及び事業内容 H１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
番号 事業の名称 担当課 事業の概要

第１節　世界に開かれた都市づくり

第７章　交流・コミュニティの分野

達成状況
新実施計画で
の対応

備　考
現況（Ｈ17年度
当初）

Ｈ20年度末
計画目標

4年間の実績

7101
国際交流セン
ター整備事業

経済局
国際課

市民の国際理解、異文化交
流、国際化意識の醸成に資
するとともに、外国籍市民の
支援拠点となる国際交流セ
ンターを浦和駅東口再開発
ビルに整備します。

国際交流セン
ター開設（とき
わ会館）

国際交流セン
ター移転・運営
(19年度)

　平成17年4月に、市役所に隣接するときわ会館3階に国際
交流センターを開設し、同センターを拠点として、姉妹・友好
都市交流や在住外国人支援などに取り組みました。
　平成19年10月に、国際化推進と在住外国人支援及び国際
交流活動の拠点としての機能強化と多文化共生社会の推
進を図るため、同センターを利便性の高い浦和駅東口駅前
の複合公共施設コムナーレ9階へ移転しました。

【移転後の新規事業】
○多言語生活相談
　英語については週2日、中国語、韓国・朝鮮語については
週1日の生活相談窓口を設置しました。
○日本語支援事業
　ボランティアスタッフによる日本語教室「にほんごのへや」
を開設し、在住外国人のために、生活全般において必要とさ
れる日本語のコミュニケーション支援を行っています。

[取り入れた第3編の手法]
アプローチ1 協働の仕組みづくり・具体化
　・協働による事業の推進

移転に向けた
計画・準備

コムナーレ9階
に移転開設
　(10月)☆

事業の充実

○新規事業
（多言語生活
相談、日本語
支援事業等）
実施

★★★ 完了

平成19年4月の組織改正に
伴い、国際交流課より課名
変更しました。

平成20年4月の組織改正に
伴い、市民局より移管しまし
た。

平成21年4月の組織改正に
伴い、政策局より移管しまし
た。

7102
姉妹・友好都市
交流の推進

経済局
国際課

海外の姉妹・友好都市（６都
市）との市民・行政レベルで
の交流を様々な分野で進め
ます。

推進 推進

　4年間で、姉妹・友好都市への訪問団等の派遣及び受入を
延べ13回行い、市民を含め160人程の参加者がありました。
また、トルーカ市等3市とのスポーツ少年団の派遣・受入を
隔年で実施し、4年間で323人の参加者があり、一層の交流
を促進しました。しかし、従来の交流分野にとどまり、多方面
への交流の広がりについては当初の目標には至りませんで
した。

市民等訪問団
の派遣・受入
○計79人

スポーツ少年
団の派遣・受
入
○計88人

○計54人

○計74人

○計27人

○計82人

○計0人
○累計160人

○計79人
○累計323人

★★ 継続

平成19年4月の組織改正に
伴い、国際交流課より課名
変更しました。

平成20年4月の組織改正に
伴い、市民局より移管しまし
た。

平成21年4月の組織改正に
伴い、政策局より移管しまし
た。

3305

さいたま・たてい
わ親善ツーデー
マーチの開催
（再掲3章3節）

教育委員会
体育課

友好都市の市民がともに村
内を歩き、豊かな自然や地
域文化への理解、健康・体
力づくりをテーマに交流を図
るツーデーマーチを開催し
ます。

参加者
163人／年

200人／年

　4年間、毎年10月にさいたま・たていわ親善ツーデーマーチ
を開催し、合計807人の方が参加しました。
　平成20年は10月11～12日に実施し、会津高原の自然のな
かを2日間にわたり、合計約16キロメートルのハイキングを
実施しました。

参加者

○222人 ○235人 ○171人 ○179人
★★★ 継続
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総合振興計画実施計画事業（平成１７～２０年度）の実績及び達成状況一覧表

実績及び事業内容 H１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
番号 事業の名称 担当課 事業の概要

第１節　世界に開かれた都市づくり

第７章　交流・コミュニティの分野

達成状況
新実施計画で
の対応

備　考
現況（Ｈ17年度
当初）

Ｈ20年度末
計画目標

4年間の実績

3105
国際理解教育・
交流事業
（再掲3章1節）

教育委員会
指導1課

市立中学校の生徒や本市
在住の高校生などを海外に
派遣する国際交流活動、外
国語指導助手や地域在住
外国人ボランティアによる国
際理解教育を充実します。

外国語指導助
手雇用人数
32名

外国人ボラン
ティア登録者人
数32名

32名

50名

　毎年、市立中学校から各1名、計56名の生徒を10日間、
ニュージーランド・ハミルトン市に、また市内在住高校2年生
10名を米国・ピッツバーグ市に15日間派遣しました。また、
外国人ボランティアを市立小学校に地域講師として派遣しま
した。
　さらに外国語指導助手を市立小・中・高等学校・特別支援
学校等に派遣し、国際理解教育・交流事業の推進を図りま
した。

[取り入れた第3編の手法]
アプローチ1　協働の仕組みづくり・具体化
　・協働による事業の推進
アプローチ7　健全な行財政運営
　・民間活力の有効活用

市立中学生の
海外派遣

外国語指導助
手雇用人数
○32名

外国人ボラン
ティア登録者人
数
○32名

○32名 ○33名 ○33名

★★ 継続

外国人ボランティア登録制
度については、平成18年度
から地域講師派遣事業とし
て推進していきます。

7104
世界の恒久平
和に貢献する国
際理解の推進

総務局
総務課

さいたま市平和展や平和図
画ポスターコンクールなど
の事業を実施するとともに、
「さいたま市平和都市宣言」
を様々な機会を通じてＰＲす
ることにより、市民の国際理
解を深め、世界の恒久平和
の実現に向けて貢献しま
す。

推進 推進

さいたま市平和推進検討委員会において事業等の検討を行
い、市民への啓発事業として市所蔵の平和関係資料等の展
示を中心とする「さいたま市平和展」や、平和教育の一環と
して児童・生徒が平和を絵画で表現した「平和図画・ポス
ターコンクール」等の事業を実施しました。

さいたま市平
和都市宣言制
定（12月）☆

平和展、平和
図画・ポスター
コンクールの実
施

★★★ 継続

7103
人権啓発と人権
教育の推進

総務局
人権政策推進
課

教育委員会
人権教育推進
室

市民の人権意識の高揚を
図るため、人権教育及び人
権啓発推進基本計画・実施
計画に基づき、同和問題を
はじめとする様々な人権問
題の解決に向けて、人権啓
発講演会や企業研修会、公
民館人権講座などを開催す
るとともに、各種啓発資料
の作成・配布などを行いま
す。

推進 充実

　様々な人権課題について市民の人権意識の高揚を図るた
め毎年7月に市内企業等研修会及び11月に人権啓発講演
会を開催し、5,754人が参加しました。また、啓発資料「人が
人らしく幸せに生きるために」「私たちの人権」等を38,200部
作成し、配布しました。
　平成17年4月に人権教育推進室を設置し、社会人権教育
と学校人権教育の充実を図りました。社会人権教育では、
市民の人権意識の高揚を図るために、公民館人権に関する
講座や人権啓発講演会を開催し、9,691人が参加しました。
学校人権教育では、教職員対象の人権教育研修会の開
催、啓発資料の作成・配布を行いました。また、児童生徒の
人権感覚を育むための人権作文、人権標語の募集を実施し
てきました。さらに、児童虐待防止などに関わる関係課と共
催して人権教育研修会を開催しました。

[取り入れた第3編の手法]
アプローチ1　協働の仕組みづくり・具体化
　・協働によるイベントの開催
アプローチ5　職員の意識改革と能力開発
　・時代に即した研修メニューの設定

市内企業等人
権問題研修会
○301人

人権啓発講演
会
○1,911人

公民館講座
○2,690人

教育集会所主
催事業
○1,614人

人権標語・人
権作文の募集
の実施

　

○312人

○544人

○2,273人

○1,869人

　

○321人

○1,006人

○2,262人

○1,787人

　

○335人

○1,024人

○2,466人

○2,636人

★★ 継続
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総合振興計画実施計画事業（平成１７～２０年度）の実績及び達成状況一覧表

実績及び事業内容 H１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
番号 事業の名称 担当課 事業の概要

第１節　世界に開かれた都市づくり

第７章　交流・コミュニティの分野

達成状況
新実施計画で
の対応

備　考
現況（Ｈ17年度
当初）

Ｈ20年度末
計画目標

4年間の実績

7105
国際化推進事
業

経済局
国際課

国際都市さいたまを構築す
るため、国際化推進基本計
画第２次アクションプランを
策定し、国際化に向けた取
組みを推進します。

推進

第2次アクショ
ンプラン策定
(18年度）

推進

　平成17年度より毎年度実施している「さいたま市国際化推
進基本計画実施状況調査」や、「国際化に関するアンケート
調査」（平成17年6月）、「さいたま市在住外国人アンケート調
査」（平成18年11月）などの調査結果を踏まえ、平成19年3月
に、国際都市実現に向けた今後の本市の取組をまとめた「さ
いたま市国際化推進基本計画アクションプラン」を策定する
とともに、「国際化推進庁内連絡会議」を設置し、全庁横断
的な国際化施策の推進体制を整備しました。
　また、さいたま市国際化推進基本計画及び同アクションプ
ランに基づき、国際会議の誘致に努めた結果、平成20年8月
に開催した国連軍縮会議を始め、平成18年から平成20年ま
での3年間で合わせて4つの国際会議を誘致・開催し、平成
19年8月には、埼玉県内では初（全国51番目）の国際会議観
光都市として認定されました。
　今後も、国際都市さいたま市を目指し、本市にふさわしい
国際会議の誘致に取り組むとともに、国際交流センターの機
能充実、市民の国際意識の醸成など、国際化施策の推進を
図っていきます。

[取り入れた第3編の手法]
アプローチ1 協働の仕組みづくり・具体化
　・協働の意識啓発（市民・職員）

基本計画実施
状況調査

国際化に関す
るアンケート調
査実施

集計・分析、課
題の抽出

在住外国人ア
ンケート調査実
施

アクションプラ
ン策定
　　　　(3月)☆

国際会議、国
際化シンポジ
ウムなど誘致・
開催
○エコアジアの
開催

庁内連絡会議

国際会議観光
都市認定
　　　☆(8月)

○国連北東ｱｼﾞ
ｱさいたまｼﾝﾎﾟ
ｼﾞｳﾑ開催

○国連軍縮会
議、国際さいた
まｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ開
催

★★★ 継続

平成19年4月の組織改正に
伴い、国際交流課より課名
変更しました。

平成20年4月の組織改正に
伴い、市民局より移管しまし
た。

平成21年4月の組織改正に
伴い、政策局より移管しまし
た。
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総合振興計画実施計画事業（平成１７～２０年度）の実績及び達成状況一覧表

実績及び事業内容 H１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

7201
男女共同参画
施策の推進

市民局
男女共生推進
課

男女共同参画のまちづくり
プランに基づき、男女共同
参画社会の実現のための
事業を、市民・事業者と連
携して推進します。

男女共同参画
のまちづくりプ
ランの推進事
業実施率89％

100%

「さいたま市男女共同参画のまちづくりプラン」推進事業（計
231事業）について、全庁的に取り組み、その結果として男女
共同参画のまちづくりの推進状況及び推進に関する施策の
実施状況等を明らかにした年次報告書を作成し、公表する
とともに各課にフィードバックしました。
　なお、平成21年度からは第2次プランに基づき、引き続き
取組を進めます。

［取り入れた第3編の手法］
アプローチ1　協働の仕組みづくり・具体化
　・協働による事業の推進
　・協働による計画策定、計画の進行管理、事業の評価

男女共同参画
のまちづくりプ
ランの推進

○推進事業実
施率91％

○推進事業実
施率95％

○推進事業実
施率96％

○推進事業実
施率98％

第2次プラン策
定 　 （3月）☆

★★ 継続

7202.0
男女の人権に
対する意識の啓
発

市民局
男女共生推進
課

男女の人権に関する意識啓
発の充実を図ります。特に、
女性に対する暴力は人権侵
害であることの意識啓発を
進め、あらゆる暴力を根絶
するため、男女共同参画社
会情報誌や市報、またセミ
ナーなどにより情報を提供
し、被害者に対する相談・支
援体制の整備・充実を図り
ます。

推進 推進

　男女共同参画に関する情報提供や意識啓発を行うため、
男女共同参画社会情報誌「You＆Me ～夢～」を、毎年10月
と3月の2回発行、全戸配布しました。
　また、平成18年度に実施した「男女共同参画に関する市民
意識調査」の調査結果も取り入れ、「さいたま市男女共同参
画のまちづくりプラン」を見直し、平成21年3月に「第2次さい
たま市男女共同参画のまちづくりプラン」を策定しました。
　今後も、第2次プランに基づき、男女共同参画社会の実現
に向け、男女共同参画の推進に努めていきます。

［取り入れた第3編の手法］
アプローチ1　協働の仕組みづくり・具体化
　・協働の仕組みづくり･機会づくり
　・協働による事業の推進
アプローチ2　市民との情報共有
　・広報の充実
アプローチ5　職員の意識改革と能力開発
　・職員の意識改革

情報誌発行･全
戸配布、資料･
情報提供

職員研修実施

調査･研究
市民意識調査
実施

第2次プラン策
定　　（3月）☆

★★★ 継続

7203.0
男女共同参画
推進基盤の充
実

市民局
男女共生推進
課

男女共同参画推進センター
を中心に、男女共同参画社
会の実現に向けた具体的
施策を推進し、次の事業の
展開を図ります。
・各種団体活動への情報収
集・提供
・総合相談窓口の設置（常
設）
・学習・研修機能の充実
・市民の活動、交流支援の
充実
・相談施設・児童福祉施設
など関連施設との連携や情
報提供

男女共同参画
推進センター
年間利用者数
8,455人

15,000人

　シーノ大宮センタープラザにある男女共同参画推進セン
ターを拠点に、女性を対象とした総合的な相談窓口として、
婦人相談員による女性の悩み電話相談、女性の専門家に
よる法律相談・心の健康相談を実施しました。
　実施に当たっては、婦人相談員の研修を随時実施し、常に
その資質向上を図るとともに、利用しやすい環境づくりなど、
相談体制や支援体制の充実に努めました。
　また、相談事業の実施について、男女共同参画社会情報
誌、センター広報誌、ホームページなどにより、市民への周
知に努めました。
　平成20年度の相談件数は、4,833件で平成17年度と比べ
て、27％増加しています。

［取り入れた第3編の手法］
アプローチ2　市民との情報共有
　・媒体の多様化（電子媒体等の活用）
　・市ホームページの充実

男女共同参画
推進センターを
拠点とした相談
業務の充実

○センター年
間利用者数
　11,634人
○相談員研修
　11回開催
○相談件数
　3,812件

○センター年
間利用者数
　13,627人
○相談員研修
　24回開催
○相談件数
　3,997件

○センター年
間利用者数
　11548人
○相談員研修
　29回開催
○相談件数
　4,733件

○センター年
間利用者数
　16,445人
○相談員研修
　23回開催
○相談件数
　4,833件

★★★ 継続

7204
苦情の申出・処
理制度の充実

市民局
男女共生推進
課

男女共同参画の推進に関
する施策に対する苦情につ
いて、必要に応じて実施機
関に対して是正その他の措
置をとるよう勧告等を行う苦
情処理委員を設置し、苦情
処理制度の充実を図りま
す。

充実 充実
　パンフレット等による制度周知を図り、制度活用への取り
組みを実施しました。

前年度以前か
らの繰越件数
○0件
年度内申出件
数
○2件
広報活動

○1件

○0件

○0件

○0件

○0件

○0件

★★ 継続

第２節　男女共同参画社会の実現

第７章　交流・コミュニティの分野

達成状況
新実施計画で
の対応

備　考
現況（Ｈ17年度
当初）

Ｈ20年度末
計画目標

4年間の実績
番号 事業の名称 担当課 事業の概要
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総合振興計画実施計画事業（平成１７～２０年度）の実績及び達成状況一覧表

実績及び事業内容 H１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

第２節　男女共同参画社会の実現

第７章　交流・コミュニティの分野

達成状況
新実施計画で
の対応

備　考
現況（Ｈ17年度
当初）

Ｈ20年度末
計画目標

4年間の実績
番号 事業の名称 担当課 事業の概要

2204

ファミリー・サ
ポート・センター
の充実
（再掲2章2節、5
章3節）

保健福祉局
子育て支援課

仕事と育児の両立を支援す
るため、援助を受けたい会
員、援助をする会員からな
る互助制度であるファミ
リー・サポート・センターの
運営を充実します。

会員数2,359人

活動件数
12,293件

3,500人

18,450件

　入会説明会、広報誌「けやき」等を用いた会員数増員に向
けた活動を積極的に展開した結果、平成21年3月の会員数
は3,638人となり平成17年度からの4年間で、1,279人の増加
となりました。
　また、活動件数は、14,206件で、1,913件の増加にとどまり
ましたが、保育時間の延長やトワイライトステイ、病児保育
等の利用への振替により件数の伸びが鈍化したことによる
ものです。
　今後も、多様化する育児援助ニーズに対応するよう運営
の充実を図ります。

[取り入れた第3編の手法]
アプローチ1　協働の仕組みづくり・具体化
　・協働による事業の推進
アプローチ2　市民との情報共有
　・媒体の多様化（電子媒体等の活用）
アプローチ3　市民活動の支援
　・市民活動の支援
　･活動情報の提供（他団体の活動状況、民間を含む各種支
援制度の情報提供を含む）

・会員入会説
明会（依頼・提
供・両方会員）
・退職者やボラ
ンティア団体等
に対する説明
会
・各種講座等に
おける説明

会員数
○2,628人

活動件数
○9,374件

○2,954人

　
○11,482件

　
○3,272人

　
○11,975件

　
○3,638人

○14,206件

★★ 継続
平成19年4月の組織改正に
伴い、保育課より担当課を
変更しました。

7205

政策・方針決定
の場への男女
共同参画の推
進

市民局
男女共生推進
課

男女共同参画のまちづくり
を推進するため、市の政策・
方針の決定過程にある審議
会などの委員へ、女性の積
極的な登用を図ります。

審議会などの
女性委員の割
合23.9％

35％

　政策・方針決定過程への女性参画を促進するため、審議
会等への女性登用率35％の達成に向け、全庁体制で取り
組みました。
　その結果、平成20年8月に、登用率35.4％となり「さいたま
市男女共同参画のまちづくりプラン」に掲げた目標を達成し
ました。
　また、平成21年3月に策定した「第2次さいたま市男女共同
参画のまちづくりプラン」において、「平成25年度末までに審
議会等への女性登用率40％」を新たな目標と設定しました。
　今後も、計画的に審議会等への女性登用促進に努めてい
きます。

［取り入れた第3編の手法］
アプローチ1　協働の仕組みづくり・具体化
　・各種委員の公募の拡充
アプローチ5　職員の意識改革と能力開発
　・職員の意識改革

全庁体制によ
る女性登用の
促進
○女性登用率
24.1％

女性登用促進
要綱による事
前協議制の導
入･登用計画の
作成

女性人材リスト
の周知、利用
促進

○女性登用率
27.0％

○女性登用率
31.6％

○女性登用率
36.3％
登用目標値
35％達成
　　　☆(8月)
新目標設定(3
月)

★★★ 継続
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総合振興計画実施計画事業（平成１７～２０年度）の実績及び達成状況一覧表

実績及び事業内容 H１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０

5204
さいたま市民ま
つりの開催
（再掲5章2節）

経済局
観光政策課

市民相互の交流と融和を図
るため、市民参加型の複合
型イベントとして、イルミネー
ションパレードや市民参加
のパフォーマンスなどによる
市民まつりを毎年開催しま
す。

来場者数
35万人／年

50万人／年

　毎年10月、さいたまスーパーアリーナ及び周辺において、
さいたま市民まつり「咲いたまつり」を開催しました。
　イルミネーションパレードや全国各地のまつりが集結する
「Ｔｈｅ　ＭＡＴＳＵＲＩサミット」、アマチュアミュージシャンの
オーディションイベント「Ｔｈｅ登竜門」などさまざまなイベント
を行いました。ポスター掲示やチラシの配布、市報への掲
載、テレビ埼玉での中継やインターネット等を通じ、市内外
へのＰＲを図りました。

[取り入れた第3編の手法]
アプローチ1 協働の仕組みづくり・具体化
　・協働によるイベントの開催

来場者数
○35万人 ○37万人 ○18万人

（1日開催）
○41万人

★★ 継続

平成20年4月の組織改正に
伴い、環境経済局より局名
を変更しました。

平成21年度の組織改正に
伴い、担当課名が変わりま
した。

平成17,18,20年度の市民ま
つりは2日開催でしたが、平
成19年度は1日開催でした。

番号 事業の名称 担当課 事業の概要

第３節　ふれあいのある地域社会の形成

第７章　交流・コミュニティの分野

達成状況
新実施計画で
の対応

備　考
現況（Ｈ17年度
当初）

Ｈ20年度末
計画目標

4年間の実績

7301.0
市民活動団体
等支援事業

市民局
市民活動支援
室

市民の自主的な活動の活
性化を図るため、ＮＰＯやボ
ランティア団体の活動情報
の提供や相互交流の場の
創出など、活動環境の整備
を行います。また、ＮＰＯ活
動を支援するための基金の
設置や条例制定を検討しま
す。

市民と行政の
協働による事
業数105事業

185事業

　市民や企業がボランティア・市民活動に関心を持つ機会と
してシンポジウムを毎年度開催するとともに、情報交換・交
流の場を提供するため、平成19年10月に市民活動サポート
センター及びホームページを開設等しました。また、市民提
案型協働モデル事業について、平成19年度に4事業、平成
20年度に2事業を採択しました。
　また、市民との協働に関する条例については、「市民活動
の推進」と「市民と行政の協働の促進」に関する指針（平成
18年10月策定）に基づき、「市民活動及び協働の推進条例」
を平成19年3月に制定し、さらに市民活動を支援するための
基金設置については、検討を進め、さいたま市市民活動推
進委員会からの「社会全体で市民活動を支えて育てていくし
くみとして基金を設置し、市の財源に加えて、市民や企業か
らの寄附も財源として、公益性のある市民活動に助成するこ
と」との答申（平成21年3月）に基づき、基金の設置を含む財
政支援の仕組みの構築を今後も目指します。

［取り入れた第3編の手法］
アプローチ1　協働の仕組みづくり・具体化
　・各種委員の公募の拡充
　・協働によるイベントの開催
　・ＮＰＯ法人などへの事業委託
アプローチ2　市民との情報共有
　・提供情報の充実（検討段階の情報の発信）
アプローチ3　市民活動の支援
　・活動情報の提供（他団体の活動状況、民間を含む各種
支援制度の情報提供を含む）
　・活動ノウハウの提供
　・活動情報の発信
　・交流の機会づくり
　・企業市民による社会貢献活動の促進

「市民活動の
推進」と「市民
と行政の協働
の促進」に関す
る指針の策定

シンポジウム
の開催

市民との協働
事業数
○128事業

市民活動及び
協働の推進条
例制定
　　　　（3月）☆

○149事業

市民活動サ
ポートセンター
開設、HP開設
（10月）☆

○209事業

市民提案型協
働モデル事業
4事業実施

基金の設置検
討

○245事業

2事業実施

★★★ 継続
平成19年4月の組織改正に
伴い、政策局より市民活動
支援室を移管しました。
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総合振興計画実施計画事業（平成１７～２０年度）の実績及び達成状況一覧表

実績及び事業内容 H１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
番号 事業の名称 担当課 事業の概要

第３節　ふれあいのある地域社会の形成

第７章　交流・コミュニティの分野

達成状況
新実施計画で
の対応

備　考
現況（Ｈ17年度
当初）

Ｈ20年度末
計画目標

4年間の実績

2301

シルバー人材セ
ンターの充実・
シルバーバンク
事業
（再掲2章3節、5
章3節）

保健福祉局
高齢福祉課

高齢者の就業機会を確保
し、活力ある新しい地域社
会づくりを目指すシルバー
人材センターの充実と、団
塊の世代の社会参加を図る
シルバーバンク事業を実施
します。

会員数3,395人

充実

シルバーバン
クの創設

　第1次経営改善計画に基づき、給与体系の見直し・指定管
理者制度への対応など効率的な運営に向けた改善を推進し
ました。また、第2次経営改善計画及び中長期計画を策定し
ました。
　平成20年4月1日には、コムナーレ9階に「さいたま市シル
バーバンク事務所」を開設し、シルバーバンクの登録業務を
開始するとともにシニア生きかた発見セミナー及び登録者研
修を開催しました。また、シルバーバンクWebで登録者の登
録状況など情報公開し広く周知しました。

[取り入れた第3編の手法]
アプローチ3　市民活動の支援
　・市民活動の支援
　・活動情報の提供（他団体の活動状況、民間を含む各種
支援制度の情報提供を含む）

・シルバー人材
センターホーム
ページの整備
・岩槻市シル
バー人材セン
ターと合併

・意識調査の
実施
・シルバーバン
ク事業のコンセ
プトの確立

・中長期計画
策定委員会の
設置
・会員の就業
意識調査

・事業内容の
検討
・活動の場の
確保
・運営形態の
検討

・中長期計画
の策定

・広報活動の
実施

・第2次経営改
善計画の策
定・実施

・シルバーバン
ク事業の実施

★★★ 継続

7302
（仮）市民活動
サポートセン
ターの整備

市民局
市民活動支援
室

ＮＰＯやボランティア団体な
どの活動支援の拠点とし
て、（仮）市民活動サポート
センターを整備します。

推進
開設

（19年度）

　平成19年10月、浦和駅東口駅前ビルの複合公共施設コム
ナーレ9階に、市民活動を支援し、その活性化を図るための
拠点として、市民活動サポートセンターを開設しました。セン
ターの整備に当たっては、公募市民によるワークショップや
整備検討委員会での検討の成果を基に、整備基本計画を
策定しました。
  また、開設後は、NPOを主体とした指定管理者と市民活動
支援室が役割を分担しながら協働で管理運営を実施してい
ます。
　今後も、運営協議会や利用者懇談会の開催等により、市
民の意見を取り入れながら「市民とともに成長するサポート
センター」づくりを目指します。

［取り入れた第3編の手法］
アプローチ1　協働の仕組みづくり・具体化
　・各種委員の公募の拡充
　・市民団体による公共施設･公園等の管理･運営
　・ワークショップ手法の導入と拡充
アプローチ3　市民活動の支援
　・市民活動の場の充実
　・活動の場や機能の充実
　・活動情報の提供（他団体の活動状況、民間を含む各種
支援制度の情報提供を含む）
　・活動ノウハウの提供
　・活動情報の発信
　・交流の機会づくり
アプローチ7　健全な行財政運営
　・指定管理者制度の活用

ワークショップ
グループ部会
開催

○36回開催
○全体会3回
開催

整備検討委員
会の設置

○5回開催

○33回開催
○全体会5回
開催

○7回開催
○整備に関す
る提言書提出

整備基本計画
策定

設置条例制定

○33回開催
○全体会3回
開催

○3回開催

指定管理者選
定

センター開設
（10月）
　　　　☆

指定管理者と
行政の協働管
理運営

★★★ 完了
平成19年4月の組織改正に
伴い、政策局より市民活動
支援室を移管しました。
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総合振興計画実施計画事業（平成１７～２０年度）の実績及び達成状況一覧表

実績及び事業内容 H１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０
番号 事業の名称 担当課 事業の概要

第３節　ふれあいのある地域社会の形成

第７章　交流・コミュニティの分野

達成状況
新実施計画で
の対応

備　考
現況（Ｈ17年度
当初）

Ｈ20年度末
計画目標

4年間の実績

7303
プラザノース整
備事業

市民局
文化振興課

図書館やホール、北区役所
などの機能を複合化し、さら
に特色として芸術創造・
ユーモア機能を含めた複合
施設を北部拠点宮原地区
に整備します。

事業中 開設

　本市として、初めてPFI手法を導入して整備した地域中核
施設プラザノースを、平成20年5月1日に開設しました。
　プラザノースは、図書館、ホール・市民交流施設、美術ギャ
ラリー、ユーモアスクエアに加え、北区役所を併せ持つ複合
施設です。
　今後も、地域活動及び情報発信の拠点として、多くの方々
に利用していただける施設を目指します。

［取り入れた第3編の手法］
アプローチ7　健全な行財政運営
　・民間活力の有効活用
アプローチ8　公共施設の適正配置
　・ＰＦＩなどの活用
　・未利用市有地の有効活用
　・施設の複合化

特定事業計画
締結
　　　☆（10月）

　　　設計

　　　建設
供用開始
　☆（5/1）

維持管理・運
営

★★★ 完了

平成20年4月の組織改正に
伴い、大宮北部地域複合施
設建設準備室より所管課を
変更しました。

7304
（仮）片柳地区
複合公共施設
建設事業

市民局
コミュニティ課

地域住民のコミュニティ形成
の拠点となる施設を図書館
との複合施設として片柳地
区に整備します。

事業中
開設

（18年度）

　平成18年4月に片柳コミュニティセンターを、平成18年5月
に片柳図書館を開設しました。
　片柳コミュニティセンターは、コミュニティ活動、生涯学習活
動の拠点施設として、スポーツの利用も可能な「多目的ホー
ル」、音楽発表会等に利用できる「多目的ルーム」、パソコン
が利用できる「集会室」など、様々な施設を整備しています。
　片柳図書館は、図書・新聞・雑誌・CD・DVDなど約7万点の
資料を所蔵し、1日平均約850点の資料の貸出しを行ってい
ます。
　今後も、多くの方々に利用していただけるよう、市民ニーズ
に沿った施設運営に努めます。

［取り入れた第3編の手法］
アプローチ8　公共施設の適正配置
　・施設の複合化

本体建設工事

開設準備

開設（コミュニ
ティ施設：4月、
図書館：5月）
　☆

維持管理・運
営

★★★ 完了
平成19年4月の組織改正に
伴い、政策局よりコミュニ
ティ課を移管しました。
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